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を
確
認
で
き
る
制
度
で
す
。
閲
覧

期
間
な
ど
は
左
下
表
の
と
お
り
。

　
ま
た
、
４
月
１
日
～
6
月
2
日

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）
は
、

課
税
台
帳
の
写
し
（
名
寄
帳
）
を

無
料
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
　
な
お
、
課
税
台
帳
の
内
容
は
５

月
に
送
付
す
る
納
税
通
知
書
に
記

載
予
定
で
す
。

　
怯
固
定
資
産
課
税
台
帳
登
録
事

項
証
明
書
の
交
付
　
４
月
１
日
以

降
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
半

に
、
税
務
管
理
課
（
市
役
所
本
庁

舎
２
階
）、
各
支
所
、
ア
ク
タ
西
宮

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
。
要
発
行
手
数

料
。
問
合
せ
は
税
務
管
理
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
２
５
１
）
へ

※
ア
ク
タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

は
、
土
・
日
曜
、
祝
日
も
交
付
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
納
税
義
務
者

死
亡
の
場
合
や
、
1
月
2
日
以
後

に
所
有
者
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場

合
等
に
は
、
証
明
書
の
発
行
は
で

き
ま
せ
ん

　
怯
固
定
資
産
課
税
台
帳
価
格
の

審
査
申
出
　
４
月
１
日
か
ら
納
税

通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日

　
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
、

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　
問
合
せ
は
資
産
税
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
２
６
９
）、
塩
瀬
・

山
口
地
区
は
北
部
土
地
家
屋
チ
ー

ム
（
０
７
９
７
・
６
１
・
０
０
４

８
）
へ
。

　
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

は
、
納
税
義
務
者
が
固
定
資
産
課

税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
自
己
の
資

産
に
関
す
る
内
容（
評
価
額
な
ど
）

以
後
　
日
間
に
つ
い
て
は
、
西
宮

60

市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に

審
査
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
問
合
せ
は
西
宮
市
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
事
務
局

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
０
０

…
税
務
管
理
課
内
）
へ

　
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

《住宅用地の課税標準の特例》

都市計画税固定資産税

評価額の
３分の１

評価額の
６分の１

小規模住宅用地
（住宅用地のうち一戸当たり
200平方㍍までの部分）

評価額の
３分の２

評価額の
３分の１

一般住宅用地
（住宅用地のうち一戸当たり
200平方㍍を超える部分）

　
住
宅
を
耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・

省
エ
ネ
改
修
し
た
場
合
、
固
定
資

産
税
を
軽
減
し
ま
す
。
い
ず
れ
の

工
事
も
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
申

告
を
。
要
件
は
下
表
の
と
お
り
。

　
問
合
せ
は
資
産
税
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
２
２
５
）、
塩
瀬
・

山
口
地
区
は
北
部
土
地
家
屋
チ
ー

ム
（
０
７
９
７
・
６
１
・
０
０
４

８
）
へ
。

　
耐
震
改
修
し
た
住
宅
の
固
定
資

産
税
額
の
う
ち
、
２
分
の
１
を
１

年
度
分
～
２
年
度
分
軽
減
し
ま

す
。
改
修
時
期
に
よ
り
軽
減
期
間

が
変
わ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
１
戸

当
た
り
１
２
０
平
方
㍍
相
当
分
に

限
り
ま
す
。

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
し
た
住
宅

の
固
定
資
産
税
額
の
う
ち
、
３
分

の
１
を
１
年
度
分
軽
減
し
ま
す
。

た
だ
し
、
１
戸
当
た
り
１
０
０
平

方
㍍
相
当
分
に
限
り
ま
す
。

　
省
エ
ネ
改
修
し
た
住
宅
の
固
定

資
産
税
額
の
う
ち
、
３
分
の
１
を

１
年
度
分
軽
減
し
ま
す
。
た
だ

し
、
１
戸
当
た
り
１
２
０
平
方
㍍

相
当
分
に
限
り
ま
す
。

の
縦
覧
は
、
自
己
の
土
地
・
家
屋

の
評
価
額
と
、
他
人
の
土
地
・
家

屋
の
評
価
額
を
比
較
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。

　
縦
覧
期
間
な
ど
は
左
表
の
と
お

り
。

日
に
納
税
相
談
に
来
ら
れ
な
い
人

を
対
象
に
、「
休
日
納
税
相
談
」
を

行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
　
ま
た
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
く

ら
し
の
手
続
き
似
市
税
）
で
も
市

税
や
納
税
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い

ま
す
。

　
問
合
せ
は
納
税
課（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
２
３
３
）
へ
。

　【
日
程
・
会
場
】３
月
　
日（
土
）・

１５

　
日（
日
）の
午
前
９
時
～
午
後
５

１６時
に
納
税
課
（
市
役
所
本
庁
舎
２

階
）　
※
当
日
は
正
面
玄
関
か
ら

入
っ
て
く
だ
さ
い

　
法
務
局
で
不
動
産
の
登
記
申
請

を
す
る
際
に
は
、
固
定
資
産
の
価

格
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納

税
通
知
書
に
添
付
し
て
い
る
「
課

税
明
細
書
」
で
確
認
で
き
ま
す
。

固
定
資
産
の
価
格
を
確
認
す
る
書

類
と
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
資
産
税
課
（
0
7
9

8
・
3
5
・
3
2
6
9
）
へ
。

　
窓
口
で
は
、
本
人
確
認
書
類
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
申

請
す
る
場
合
は
、
本
人
確
認
書
類

の
写
し
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
必

ず
委
任
状
も
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
問
合
せ
は
税
務
管
理
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
２
５
１
）
へ
。

　【
本
人
確
認
書
類
の
例
】
運
転

免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
（
旅
券
）、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
身
体
障

害
者
手
帳
な
ど

　居住用家屋の敷地（住宅用地）について
は、固定資産税・都市計画税が軽減される
特例措置があります。
　この特例は、固定資産税の賦課期日であ
る１月１日において、住宅用地として利用
されている土地に適用します。
　住宅用地の認定のため、家屋の用途を変
更したり、隣地を住宅の敷地とした場合な
ど土地の用途を変更した場合は連絡して
ください。
　なお、新たに住宅の建築が予定されてい
る土地や、住宅が建築中の土地にはこの特
例は適用しません。ただし、建て替えの場
合は要件を満たせば、特例を適用しますの
でお問い合わせください。
　また、この特例に該当する場合、毎年送
付する納税通知書の課税明細書に「住宅用
地」または「一部住宅用地」と記載してい
ます。
　問 合 せ は 資 産 税 課（0798・35・
3221）、塩瀬・山口地区は北部土地家
屋チーム（0797・61・0048）へ。

要件種類

次の全ての要件を満たすもの ▽昭和57年1月1日以前に建てられ
たもの ▽平成18年1月1日～27年12月31日に耐震基準に適合
する工事を行ったもの　※バリアフリー改修または省エネ改修に
よる軽減措置との併用不可

工
事
費
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
つ
い
て
は
自
己
負
担
額
）
が

　
万
円
超
の
も
の
に
限
る（
注
）

50耐
震
改
修

次の全ての要件を満たすもの（賃貸住宅を除く） ▽平成19年1月
1日以前に建てられたもの ▽19年4月1日～28年3月31日に工
事を行ったもの ▽65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けて
いる人または障害のある人が居住していること ▽廊下の拡幅、階
段のこうばいの緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、床の
段差解消、引き戸等への取り替え、床材の滑り止め化のいずれか
の工事をすること

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

次の全ての要件を満たすもの（賃貸住宅を除く） ▽平成20年1月
1日以前に建てられたもの ▽20年4月1日～28年3月31日に工
事を行ったもの ▽①外気と接する窓、②床、③天井、④壁の省エネ
基準に適合する断熱改修工事をすること　※必ず①を含む工事で
あること

省
エ
ネ
改
修

（注）平成25年3月31日までに契約した場合は30万円以上のもの

《平成26年度固定資産税に関する閲覧・縦覧制度》
土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧固定資産課税台帳の閲覧

4/1～６/２の午前9時～
午後5時半（土・日曜、祝日
を除く）

4/1以降の午前9時～午後
5時半（土・日曜、祝日を
除く）　（注）

期
間

資産税課（市役所本庁舎２階）、北部土地家屋チーム
（塩瀬・山口支所内）

場
所

・固定資産税の納税義務者
※代理人も可

・固定資産税の納税義務者
・借地人
・借家人
・破産管財人など
※それぞれ代理人も可

対
象

固定資産税の納税義務者は、運転免許証や住民基本台
帳カード、前年度分の納税通知書など本人確認ができ
るもの。代理人の場合は、必ず委任状の持参を。相続人
は、相続人であることが確認できる書類（戸籍謄本な
ど）、借地・借家人等は賃貸借契約書など権利関係を証
明できるもの

必
要
な
も
の

（注）山口支所での閲覧は6月2日まで

　
市
は
、
税
務
証
明
書
の
不
正
な

請
求
を
防
止
し
、
個
人
情
報
の
保

護
を
図
る
た
め
、
証
明
書
の
交
付

申
請
時
に
申
請
者
の
本
人
確
認
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
市
は
、
滞
納
市
税
の
解
消
を
図

る
た
め
、
督
促
状
・
催
告
書
等
の

送
付
や
電
話
連
絡
に
よ
り
早
期
の

収
納
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
普
段
、
勤
務
な
ど
の
都
合
で
平

怪 悔回回回回回回回回回回回

怪
悔

回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回

景

渓

桂

畦

恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵

恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵

慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧

慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧
慧

4
月
1
日
か
ら

　
　
消
費
税
8
%
に

　
４
月
１
日
か
ら
消
費
税
と
地
方

消
費
税
を
合
わ
せ
た
税
率
が
８
％

（
国
6
・
3
%
、
地
方
1
・
7
%
）

に
な
り
ま
す
。

　
引
き
上
げ
分
は
、
年
金
・
医
療
・

介
護
・
少
子
化
対
策
等
の
社
会
保
障

に
要
す
る
経
費
と
し
て
使
わ
れ
ま

す
。
　
問
合
せ
は
西
宮
税
務
署（
０
７
９

８
・
３
４
・
３
９
３
０
）へ
。

　
市
は
、
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
土
地
や
家
屋
な
ど
の
固
定
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
に
「
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
」
を
納
付
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
平
成
　
年
度
の
固
定
資
産
課
税
台
帳

26

の
閲
覧
や
、
固
定
資
産
税
の
軽
減
制
度
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

◆
耐
震
改
修
◆

◆
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
◆

◆
省
エ
ネ
改
修
◆
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